
風水害における動員配備人数

準備体制 災害対策本部

lv.2 lv.5

注意報 特別警報

●本部長 甲賀市役所

●副本部長 甲賀市役所

●副本部長 甲賀市役所

1★ 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1⇒0 2/3以上⇒1 甲賀市役所

2/3以上⇒1 甲賀市役所

1⇒0 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1/2以上⇒1 甲賀市役所

●⇒1☆ 信楽中央病院

1/2以上⇒1 甲賀市役所

1★ 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1★ 2/3以上⇒1 甲賀市役所

0 1 甲賀市役所

2/3以上⇒1 甲賀市役所

1★ 1/2以上⇒1 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

 各地域市民センター

※★は自宅待機もしくはテレワーク勤務も可とする ※☆は直近下位役職者との交代を可とする

1 ～2 1 甲賀市役所

1 0⇒1 甲賀市役所

会計管理組織 会計課 1 0⇒1 甲賀市役所

1 1/2以上⇒1/3以上 甲賀市役所

危機管理課 2★ 1/2以上 甲賀市役所

秘書 広報課・シティプロモーション推進課 1⇒0 1/2以上 甲賀市役所

 政策推進課企画調整課・行政改革課 1⇒0 2⇒1 ～4 2⇒1 ～4 1/2以上 甲賀市役所

市民活動推進課 1⇒0 2⇒1 2⇒1 1/2以上 甲賀市役所

情報政策課 1⇒0 2⇒1 2⇒1 1/2以上 甲賀市役所

総務課 1 ～4 1 ～4 1 ～4 1/2以上 甲賀市役所

人事課 1 1 1 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

財政課・契約検査 ・マネジメント推進室 1/2以上 甲賀市役所

管財課 ・契約検査課 2⇒1 1/4以上⇒1 2⇒1 1/2以上 甲賀市役所

税務課 1/2以上 甲賀市役所

市民課 1 ～4 1 ～4 1/4以上⇒1 ～4 1/2以上 甲賀市役所

保険年金課 1⇒0 1⇒0 1/4以上⇒1 1/2以上 甲賀市役所

生活環境課・環境未来都市推進 室課・人権推進課 1⇒0 2⇒0 1/4以上⇒1 1/2以上 甲賀市役所

地域共生社会推進課・生活支援課 1 1 ～4 1⇒2 ～4 1/2以上 甲賀市役所

障がい福祉課 1⇒0 1⇒0 1⇒2 1/2以上 甲賀市役所

 長寿福祉課高齢福祉課・介護保険課 1⇒0 1⇒0 1⇒2 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 すこやか支援課健康医療政策課 1⇒0 1⇒0 1⇒2 1/2以上 甲賀市役所

子育て政策課・ 家庭児童相談室子育て支援課 1 ～2 1 ～4 1 ～4 1/2以上 甲賀市役所

家庭児童相談 室課 1 1/2以上 甲賀市役所

発達支援課 1⇒0 1⇒0 1 1/2以上 甲賀市役所

保育幼稚園課 1⇒0 2⇒0 2⇒1 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

商工労政課 ～2 1/2以上⇒0 ～4 1/2以上⇒1 ～4 1/2以上 甲賀市役所

観光企画推進課 1/2以上⇒0 1/2以上⇒1 1/2以上 甲賀市役所

農業振興課 1/2以上 甲賀市役所

 農村整備課 1⇒0  甲賀市役所

林業振興課 1/2以上 甲賀市役所

 都市計画課住宅建築課 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

建設管理課 1⇒0 1/2以上 甲賀市役所

建設事業課 1⇒0 1/2以上 甲賀市役所

 住宅建築課都市計画課・都市基盤整備課 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 公共交通推進課交通政策課 1/2以上 甲賀市役所

上下水道総務課 1/2以上 甲賀市役所

上水道課 1/2以上 甲賀市役所

下水道課 1/2以上 甲賀市役所

教育総務課 1⇒0 1 ～2 1 ～4 1 ～4 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

学校教育課 1 1 1 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

社会教育 スポーツ課 1 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 国スポ・障スポ推進室文化スポーツ課 1 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

歴史文化財課 1 1/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

各地域市民センター 各1/3以上 地域市民センター

1/2未満 ～X人までの人員を避難(場)所の開設運営要員として待機させる 1/2以上

※状況に応じ、所属長の判断により必要人数等を調整できるものとする。

※体制が長時間に及ぶ場合には、部局内（庁内）で人員を確保し交代を行う。（原則として、継続しての配備は最大で13時間とする。）

※早期開設の避難場所の開設運営に関しては、別に定める職員配備計画を参照のこと。 (各部局の出役人員の最大数を表記している。)
※出先機関、施設職員は所属長の指示に従うこと。
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2/3以上⇒1
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1/2以上⇒1

1/2以上⇒0

1/2以上⇒0

1/2以上⇒0

1/2以上⇒0

●副本部長

●本部長

1/2以上

1/2以上⇒1☆

1/2以上⇒1☆

1/2以上⇒1☆

1/2以上⇒1☆
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2/3以上⇒1

2/3以上⇒1

1/2以上⇒1

●

●

2/3以上⇒1

2/3以上⇒1

1/2以上⇒1

2/3以上⇒1

配備体制
参集場所

役職等  参集者（数値は参集人数、●は全職員が自主参集）

lv.3

警報

警戒体制

lv.4

危険警報
時系列情報

（赤）

第１号体制 第２号体制 災害警戒本部

本部体制

課
長
級
以
下

議会事務局

監査委員事務局

部
次
長
級

市長公室部長級・次長級

総合政策部部長級・次長級

1/2以上⇒1

2/3以上⇒1

2/3以上⇒1

1

2/3以上⇒1

2⇒0

3

総務部

こども政策部

産業経済部

健康福祉部

建設部

市長公室

総合政策部

市民環境部

三
役

市長

副市長

教育長

健康福祉部部長級・次長級

上下水道部部長級・次長級

教育委員会事務局部長級・次長級

　内、病院事務部　部長級・次長級

市民環境部部長級・次長級

総務部部長級・次長級

建設部部長級・次長級

都市政策部部長級・次長級

こども政策部部長級・次長級

産業経済部部長級・次長級

参集人員

上下水道部

教育委員会
事務局

 各地域市民センター所長

1/2以上⇒1/3以上

1/2以上

1/2以上

都市政策部

会計管理者

議会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

1⇒0

1/2以上

1⇒0

1/2以上

1/3以上

1/2以上

1/2以上

1/3以上

2⇒1/3以上

～2 ～2

農業委員会事務局



地震における動員配備人数

準備体制 第１号体制 第２号体制 災害警戒本部
初動緊急特別体

制（閉庁時）
災害対策本部

南海トラフ地震臨
時情報（巨大地
震注意）

南海トラフ地震
臨時情報（巨大
地震警戒）

震度４の地震が
発生したとき

震度５弱の地震
が発生したとき

● ●本部長 甲賀市役所

● ●本部長 ● ●副本部長 甲賀市役所

● ●副本部長 ● ●副本部長 甲賀市役所

1★ 1 1/2以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1⇒0 2⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1 1/2以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1⇒0 1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

●⇒1☆ ●⇒1☆ ●⇒1☆ ●⇒1☆ 信楽中央病院

1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 甲賀市役所

1★ 1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1★ 1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

0 1 1 1 1 1 甲賀市役所

1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 2/3以上⇒1 甲賀市役所

1★ 1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 1/2以上⇒1 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 1/2以上⇒1☆ 甲賀市役所

 各地域市民センター

※★は自宅待機もしくはテレワーク勤務も可とする ※☆は直近下位役職者との交代を可とする

1 1/3以上 1/3以上 甲賀市役所

1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

会計管理組織 会計課 0⇒1 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

2/3以上⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

危機管理課 2★ 3 1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

秘書 広報課・シティプロモーション推進課 2 3⇒2 3⇒4 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 政策推進課企画調整課・行政改革課 1⇒2 3⇒2 3⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

市民活動推進課 2 4⇒3 4⇒3 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

情報政策課 1 2 2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

総務課 0⇒1 0⇒2 0⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

人事課  1⇒0 2 2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

財政課・契約検査 ・マネジメント推進室 0⇒2 0⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

管財課 ・契約検査課 2⇒0 1/2以上⇒2 1/2以上⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

税務課 0⇒1 0⇒1 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

市民課 1 3⇒1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

保険年金課 1⇒0 1/4以上⇒1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

生活環境課・環境未来都市推進 室課・人権推進課 2⇒0 1/4以上⇒1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

地域共生社会推進課・生活支援課 1⇒2 1⇒2 1⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

障がい福祉課 1 1 1⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

 長寿福祉課高齢福祉課・介護保険課 1⇒2 1⇒2 1⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

 すこやか支援課健康医療政策課 1 1 1⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

子育て政策課・ 家庭児童相談室子育て支援課 1⇒2 1⇒2 1⇒2 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

家庭児童相談 室課 1 1 1 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

発達支援課 1 1 1 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

保育幼稚園課 1 2 2 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

商工労政課 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

観光企画推進課 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

農業振興課 1⇒2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 1/2以上⇒2/3以上 1/2以上⇒2/3以上 甲賀市役所

 農村整備課 2  2/3以上  2/3以上  2/3以上  2/3以上  甲賀市役所

林業振興課 2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 都市計画課住宅建築課 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

建設管理課 3 1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

建設事業課 3 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

 住宅建築課都市計画課・都市基盤整備課 1/2以上 1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

 公共交通推進課交通政策課 2 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

上下水道総務課 1/2以上 1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

上水道課 3 1/2以上 1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 2/3以上⇒1/2以上 甲賀市役所

下水道課 3 1/2以上 1/2以上 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

教育総務課 1 2 2 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

学校教育課 1 2 2 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

社会教育 スポーツ課 1⇒0 1 1 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

 国スポ・障スポ推進室文化スポーツ課 1⇒0 1 1 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

歴史文化財課 0⇒1 0⇒1 1/2以上 1/2以上 甲賀市役所

各地域市民センター 各2 各1/3以上⇒各1/4以上 各1/3以上⇒各1/4以上 各1/2以上⇒各1/3以上 各1/2以上⇒各1/3以上 各地域市民センター

1/2未満 1/2以上

※状況に応じ、所属長の判断により必要人数等を調整できるものとする。

※体制が長時間に及ぶ場合には、部局内（庁内）で人員を確保し交代を行う。（原則として、継続しての配備は最大で13時間とする。）

※避難所に関しては、警戒本部以降の体制で開設し、動員についても別に計画を定める。

※出先機関、施設職員は所属長の指示に従うこと。

 ※災害警戒本部体制以上については、出動伝達を待たず、体制に応じで自主参集とする。

参集人員

こども政策部

産業経済部

上下水道部

建設部部長級・次長級

上下水道部部長級・次長級

教育委員会事務局部長級・次長級

議会事務局長

 各地域市民センター所長

会計管理者

監査委員事務局長

都市政策部部長級・次長級

課
長
級
以
下

議会事務局

監査委員事務局

市民環境部

健康福祉部

総務部

農業委員会事務局

総合政策部

市長公室

建設部

都市政策部

教育委員会
事務局

配備体制

健康福祉部部長級・次長級

　内、病院事務部　部長級・次長級

こども政策部部長級・次長級

産業経済部部長級・次長級

役職等

三
役

市長

副市長

教育長

部
次
長
級

市長公室部長級・次長級

総務部部長級・次長級

農業委員会事務局長

市民環境部部長級・次長級

総合政策部部長級・次長級

 参集者（数値は参集人数、●は全職員が自主参集）

それぞれの 各地域市民センターに含む

警戒体制

参集場所

震度５強以上の地震が発生したと
き

本部体制


